
 

令和７年度大阪市立総合医療センター専攻医（内科） 募集要項 

 

１．応 募 条 件    医師法第 16条の２の規定に基づく２年間の初期臨床研修修了者、または修 

了予定者。 

 

２．募集人数（予定） ６名 

※専攻医の募集人数については予定です。今後の日本専門医機構における 

             審査状況により変更となる場合があります。 

 

３．募 集 期 間    令和７年６月２日（月）～ 令和７年７月７日（月）必要書類必着 

            ▶退院サマリー５部については令和７年７月 17日（木）提出期限 

             

４．試 験 日    令和７年７月 12日（土） 

 

６．試 験 会 場    大阪市都島センタービル（大阪市都島区中野町５-15-21） 

          

７．試 験 内 容    書類審査、個別面接 

 

８．試 験 結 果    試験実施後、合否に関わらず本人に対し文書で通知します。 

 

９．研 修 期 間    令和８年４月１日から３年間 

※専門研修プログラムの研修期間に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

10．待遇（予定）  （１）身分 

有期雇用職員 

（２）給与 

専攻医１年目：基本月額 320,044円（地域手当含む） 

専攻医２年目：月額 340,112円（地域手当含む） 

専攻医３年目：月額 360,064円（地域手当含む） 

専攻医４年目以降：月額 380,016円（地域手当含む） 

モデル支給額約 61万円～67万円／月 

※宿日直４回、時間外労働時間 40時間、住居手当 30,000円支給の場

合。 

※診療科によって当直や時間外労働の有無は異なります。 

（３）手当等 

宿日直手当（1回 40,000円） 

期末手当（いわゆる賞与） 2.5月／年（予定） 

その他 住居手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当 

応募にあたっては、令和７年６月 11日（水）または７月３日（木）18時～ＷＥＢ説明会に

参加してください。ＵＲＬ希望の方は、下記へご連絡ください。 

 

教育研修センター長 川﨑  靖子（TEL 06-6929-1221）メール：chienetsu@gmail.com 



 

規定により学会出張費・参加費を支給 

                   （４）社会保険 

              大阪市職員共済組合、厚生年金保険、雇用保険、地方公務員災害補償 

           （５）休暇 

              休日：土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

休暇：年次有給休暇（20日）、夏季休暇（5日）、子の看護休暇、産前

産後休暇、育児休暇等 

（６）その他 

              健康診断（年２回） 

              院内保育所有（有料） 

              職員専用食堂あり 

 

11．応 募 手 続 応募される方は、次の書類を作成のうえ、担当あて持参または郵送してくだ

さい。 

① 専攻医採用申込書 

② 履歴書 

③ 推薦書 

④ 研究業績目録 

⑤ 総合医療センターを希望した理由（指定書式なし） 

⑥ 退院サマリー５部（異なる診療科５科）※個人情報等は黒塗りにして、

個人が特定できないようにしてください。（氏名・住所・ID 番号等）

尚、退院サマリーは書類選考の対象となります。退院サマリー作成は

内科学会の J-OSLER 病歴要約作成の手引きを参考にしてください。

資料は説明会当日配布します。（指定書式なし） 

⑦ 医師免許証（写）（Ａ４版に縮小） 

⑧ 保険医登録票（写） 

⑨ 臨床研修修了登録証（写）（またはそれに代わる証明書等） 

※⑥退院サマリー５部のみ、令和７年７月 17日（木）提出期限 

 その他は、令和７年７月７日（月）必着 

 

12．そ の 他       ・採用日までに初期臨床研修を修了していない場合は、合格を取り消すこと 

となります。 

                       ・申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合は合格を取り消すこと 

             があります。 

・提出書類はお返しいたしません。提出書類により取得した個人情報は採用

試験の実施のために使用し、それ以外の目的には使用しません。ただし、合

格者の提出書類については、採用に係る事務手続等に使用します。 

・採用試験結果に関するお問い合わせには応じかねます。 

・就業規則等掲載場所 地方独立行政法人大阪市民病院機構ホームページ内 

 

 

 

 

 

http://www.osakacity-hp.or.jp/byouin/jyouhou/kitei/


 

 

 

 

大阪市民病院機構就業規則第５条（抜粋） 

第５条 次の各号に該当する者は職員となることができない。 

1．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

2．法人又は大阪市において懲戒解雇の処分又はこれに相当する処分を受けた者であって、当該処分

の日から２年を経過していない者 

3．日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 

 

 

 

13．書 類 送 付 〒534-0027 

問い合わせ先 大阪市都島区中野町５丁目 15番 21号 大阪市都島センタービル５階 

 地方独立行政法人大阪市民病院機構 

大阪市立総合医療センター総務部総務課（人事担当） 

 TEL：(06)6929-3687（直通） FAX：(06)6929-7099 

 E-Mail：bosyu@osakacity-hp.or.jp 
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